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鴨川とつながる憩いの“川てらす”空間の創出 

 

京都市では、鴨川を中心に周辺地域も含めて、エリアの魅力や特性を活かした居心地の

良い豊かな交流空間“川てらす”を生み出すことにより、エリアの魅力を向上させる鴨川

を中心としたまちづくりに取り組んでいます。 
この度、鴨川に隣接する先斗町公園において、カウンターテーブル等を設置し、鴨川を

いかした憩いの空間づくりの検証を行います。 
また、川端通（三条～四条）においても、照明設備を設置し、鴨川沿道の夜間景観づくり

と通行量の関係性についての調査を実施します。 
 

 

 

 

 

１ 先斗町公園における憩いの空間づくりの検証 

⑴ 開催日時：令和７年２月１１日（火・祝）、１５日（土）及び１６日（日） 

午前１０時～午後４時 

⑵ 場  所：先斗町公園 

     （〒604-8012 京都市中京区梅之木町１４５他） 

※駐車場はありませんので、お越しの際は公共交通機関を御利用ください。 

⑶ 内  容：・カウンターテーブルやベンチ等の設置、生け花展示（先斗町まちづくり

協議会主催の先斗町軒下花展と連携）などによる空間づくりの検証 

・鴨川を美しくする会等と連携し、鴨川を美しく保つための啓発の取組 

※ 先斗町軒下花展の詳細については、以下の HP を御覧ください 

第 11 回先斗町軒下花展のお知らせ（先斗町まちづくり協議会 HP） 

https://pontocho-kyoto.amebaownd.com/posts/56167594 

※ 鴨川を美しくする会の取組については、以下の HP を御覧ください。 

https://www.kyoto-kamogawa.jp/  

 

 
鴨川まちづくり 

プロジェクト！ 

 

＜“川てらす”に込めた思い＞ 

テラスのように過ごしやすい河川空間で、かつ、まちから見てもテラスのよう

に集いやすいものであること 

先斗町軒下花展   鴨川を美しくする会 

鴨川を眺めて、 
コーヒーでも飲みながら、 

憩いの空間を御体感ください! 
 



 

２ 鴨川左岸（三条～四条）における夜間景観づくりと通行量の関係性に関する調査 

⑴ 開催日時：令和７年１月２７日(月)～２月１７日(月) 

       午後６時～午後１１時（予定） 

※実験内容により時間を変更する可能性があります。 

⑵ 場  所：川端通（三条～四条）歩道周辺 

⑶ 内  容：照明設備の設置による夜間景観づくりと、それによる当該エリアにおける

通行動線の変化など通行量の関係性について調査を行う。 

[実施のイメージ] 

 

 

 

 

 

 

３ 実施箇所図 

 

 

 

  

夜間景観づくり 

２ 鴨川左岸（川端通） 

 
 

既設照明の活用 

 

樹木ライト 

足元間接照明 水面を映す間接照明 

樹木ライト 

足元間接照明 

１ 先斗町公園 

憩いの空間づくり 


